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昨年、県内で歩行中に怪我をし

た子供（小学生以下）は６０人

で、約５割は自宅から５００メ

ートル以内の距離で事故が起

きています。 

◎通学路や自宅付近を子供(孫)と一緒に歩いて

点検しましょう。 

◎生活道路では速度を落とし、飛び出しに注意

しましょう。 

昨年、県内の交通事故死者数は

５５人で、うち２９人（約５割）

が６５歳以上の高齢者でした。 

高齢者の死亡事故の特徴は、歩

行者が１１人と多く、自動車同

乗中が６人と次いで多く発生

しました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 
ＦＡＸ配信からインターネットのＥ-ｍａｉｌ配信に変更のご希望があれば、 

下記にご連絡ください。 また、県警ＨＰでもご覧いただけます。 
滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

あおり運転は、他の車両に対して 
 ● 車間距離を異常に詰める 
 ● ハイビーム、パッシングを繰り返す 
 ● クラクションを執拗に鳴らす 
 ● 左右に進路変更し、車体を振る 
 ● 幅寄せをする 
等、進路を譲るよう相手を威嚇したり、嫌がらせを

するなどの行為が該当します。 
 

 

 


